
 

 

 

 

重要事項説明書 
 

 

 

当施設はご契約者に対して指定介護予防短期入所生活介護サービスを提供す

るにあたり、指定短期入所生活介護事業の概要や提供されるサービスの内容、

ご契注意いただきたいことを次のとおりです。 
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１．施設経営法人 

事 業 者 の 名 称 社会福祉法人 一心福祉会 

事業所の所在地 沖縄県国頭郡大宜味村字津波１９７１番地７６１ 

代 表 者 の 氏 名 理事長 山 城  豊 

電 話 番 号 ０９８０－４４－２２８８ 

設 立 年 月 日 平成１０年１０月１日 

２．利用施設 

施 設 の 種 類 指定介護予防短期入所生活介護事業所 

平成１８年３月３1日指定 

４７７１２０００１３号 

施 設 の 目 的 指定介護予防短期入所生活介護事業所は介護保険法

令の趣旨に従い、ご契約者が、その有する能力に応

じ可能な限り自立した日常生活を営むことができる

よう支援することを目的として、その日常生活を営

む為に必要な居室及び共用施設等をご利用いただ

き、短期入所生活介護サービスを提供します。 

施 設 の 名 称 短期入所生活介護事業所やんばるの家 

施 設 の 所 在 地 沖縄県国頭郡大宜味村字津波１９７１番地７６２ 

電 話 番 号 ０９８０－４４－２２８８ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０９８０－４４－２２９７ 

施 設 長 氏 名 施設長 新 城 靖 史 

利 用 定 員 ４人 

３．建物設備の概要 

居室・設備の種類 室 数 備    考 

２ 人 部 屋 ２９室 
床面積６５７．７２㎡ 

（１人当り１１．３４㎡） 

食 堂 １室 〃  ９０．００㎡（食堂に隣接） 

機能回復訓練室 １室 〃  ４０．００㎡ 

特殊浴槽・一般浴槽 １室 
 〃  ４６．８０㎡  

脱衣室（２４．００㎡） 

医 務 室 １室 〃  １２．６０㎡ 

静 養 室 １室 〃  １２．６０㎡ 

洗 面 所 各居室 トイレ ２ヶ所  
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談 話 コ ー ナ ー １室 床面積 １９．２０㎡ 

相 談 室 １室  〃  １５．００㎡ 

玄 関 ロ ビ ー １室  〃  ２２．５０㎡ 

 

☆居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の

空き状況により施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況に

より居室を変更する場合があります。その際には､ご契約者やご家族等と協議の

うえ決定するものとします｡ 

４．職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員とし

て、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職  種 常勤換算 指定基準 

１． 施設長（管理者） １名 １名 

２． 介護職員 ２０．８名 １９．３名 

３． 生活相談員 １名 常勤の者 

４． 看護職員 ３．４名 ３名 

５． 機能訓練指導員 １名 １名 

６． 介護支援専門員 １名 １名 

７． 医師 ０．１名 必要数 

８． 栄養士 １.５名 １名 

９． 事務員 ３名 １名 

１０． 調理員 ５名 必要数 

５．主な職種の勤務体制 

職 種 勤 務 体 制 

施設長 日勤 ： ８：３０～１７：３０ 

医 師 １３：００～１４：００  毎週木・土 内科・外科 

介護職員 

早朝 ： ７：００～１６：００    

日勤 ： ７：００～１７：００（リーダー） 

遅番 ： １０：００～１９：００   

夜勤 ： １７：００～９：００   

看護職員 
早朝 ： ８：００～１７：００    

遅番 ： １０：００～１９：００   
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生活相談員 日勤 ： ８：３０～１７：３０ 

栄養士 日勤 ： ８：３０～１７：３０ 

調理員 

早番 ： ５：３０～１４：３０ 

日勤 ： ９：００～１８：００ 

遅番 ： １０：００～１９：００ 

介護支援専門員 日勤 ： ８：３０～１７：３０ 

機能訓練指導員 日勤 ： ８：３０～１７：３０ 

６．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当施設が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１）当施設が提供する基準介護サービス 

以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常９割が介護保険から給

付されます。 

<サービスの概要>   

①居室の提供 

②食 事 

・当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の

状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを

原則としています。 

    

食事時間  朝 食 ： ８：００～ ９：００ 

         昼 食 ：１２：００～１３：００ 

         夕 食 ：１７：３０～１８：３０  

③入 浴 

・入浴又は清拭を週３回行います。 

・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

④排 泄 

・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行い

ます。 

⑤機能訓練 

・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送 

るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 
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⑥健康管理 

・医師や看護職員が、健康管理を行います。 

⑦その他自立への支援 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

<サービス利用料金（１日あたり）> 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介

護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）と居室と食事に係る標準自己負担

額の合計金額をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、ご契約者の要介護

度に応じて異なります。） 

１．ご契約者の要介護度とサービス

利用料金   

要支援１ 

4,510円 

要支援２ 

5,610円 

２．うち、介護保険から給付される

金額 
4,059円 5,049円 

３．サービス利用に係る自己負担額

（１－２） 
451円 561円 

４. サービス利用に係る自己負担額

（２割） 
902円 1,122円 

５. サービス利用に係る自己負担額

（３割） 
1,353円 1,683円 

６．サービス提供体制強化加算Ⅱ 180円 

７．介護職員等処遇改善加算Ⅰ 14％の一割  

８．居室に係る自己負担額 430円～915円 

９．食事に係る自己負担額 300円～1,445円 

10．自己負担額合計 

（３＋４＋５＋６） 
〇〇〇円 

 

送 迎 料 金 片道 184円 往復 368円 

※利用者負担につきましては、介護保険負担割合証に基づく額となります。 

※ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全

額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を

除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご

契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提

供証明書」を交付します。 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契
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約者の負担額を変更します。 

※居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認

定証に記載している負担限度額とします。 

施設の居住費・食費の負担額（予防短期入所を含む） 

世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を

受けておられる方の場合は、施設利用・予防短期入所の居住費（滞在費）・食費

の負担が軽減されます。 

 

① 日額の場合  

 

（２）（１）以外のサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

①特別な食事（酒を含みます。） 

 ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 

※利用料金：要した費用の実費  

②理髪・美容サービス 

対 象 者 区 分 

居住費 

食 費 多床室 

（相部屋） 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者 

利用者負担 

第１段階 
0円 300円 

 

 

 

世帯全

員が市

町村民

税非課

税者 

市町村民税世帯非課税 

本人の年金収入が 80万円

以下の方 

利用者負担 

第２段階 
430円 600円 

市町村民税世帯非課税 

本人の年金収入が 80万超

120万以内 
利用者負担 

第３段階 

430円 

 

1,000円 

市町村民税世帯非課税  

本人の年金収入が 120 万

超 
1,300円 

・市町村民税非課税・世帯課税 

・市町村民税本人課税      

利用者負担   

第４段階～ 

 

915円 

 

1,445円 
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 月に１回、理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。 

 利用料金：1回あたり１,０００円 

③レクリエーション、クラブ活動  

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただく

ことができます。 

※利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

 

④日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負

担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

※おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありま

せん。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 5条参照） 

ア．窓口での現金支払い（土・日・祝日を除く） 

イ．下記指定口座への振り込み 

  沖縄銀行 名護支店   店番４０２ 口座番号 １４９５７２４ 

  ＪＡおきなわ大宜味支店 店番０２９ 口座番号 ０２８１１３１ 

           口座名義 特別養護老人ホームやんばるの家 

 ウ．毎月２１日（土日祝日の場合は翌日の引き落としとなります） 

７．損害賠償について 

  当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事

業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様

とします。但し、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認めら

れる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時

に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。 

８．事故発生時の対応 

 自己発生時には迅速に対応し、主治医の指示を仰ぎ、必要であれば医療機関

の受診を検討するとともに、利用者の家族等に連絡し連携を図ります。又、再

発を予防する対策を講じます。  

存在リスクの説明転倒 

・転落について（１対１の介護ではない） 

・誤嚥について（加齢による身体機能の低下） 

９．非常災害の対策 

施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非

常災害にかんする具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携

体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。 
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２ 施設は、非常災害に備える為、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。 

３ 施設は、非常災害に備える為、非常用食料等を備蓄する 

災 害 時 の 対 応 
別に定める「やんばるの家消防計画」に則り対応を行

います。 

近隣との協力関係 
津波区及び江洲区と防災協定を締結し、非常時の相互

の応援を約束しています。 

防 災 設 備 
スプリンクラー・自動火災報知器・誘導灯・屋内消火

栓・非常通報装置・消火器・非常電源（自家発電） 

消 防 計 画 等 
国頭地区消防本部への届出  令和 7年４月１日 

防火管理者  金 城 正 知 

１０．苦情の受付について 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者）・・・生活相談員：島川 智則 

介護支援専門員：崎浜 直樹 

    ○受付時間   毎週月曜日～金曜日   ８：３０～１７：３０ 

また、苦情受付ボックスを玄関先に設置しています。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

沖縄県介護保険広域連合 

適正対策係 

所在地 沖縄県中頭郡読谷村比謝矼５５番地 

電 話 ０９８－９１１－７５００ 

ＦＡＸ ０９８－９１１－７５０６ 

 

国民健康保険団体連合会

介護サービス相談窓口 

所在地 沖縄県那覇市西３丁目１４番１８号(国

保会館) 

電 話 ０９８－８６０－９０２６ 

ＦＡＸ ０９８－８６７－６７９４ 

沖 縄 県 福 祉 サ ー ビ ス  

運営適正化委員会 

 

所在地 沖縄県那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 

電 話 ０９８－８８２－５７０４ 

ＦＡＸ ０９８－８８２－５７１４ 

 

１１．虐待防止・身体拘束廃止の為の措置 

（１）虐待防止 

研修を通じて職員の人権意識の向上、相談できる体制・機会をつくります。 

（２）身体拘束廃止 

ご契約者に対し、身体拘束その他入居者の行動を制限する行為は行いませ
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ん。但し、ご契約者等の生命又は身体に危険がある場合は、緊急やむを得ない

場合は、次のとおり対応します。 

 

・緊急やむを得ない場合に該当する場合は、身体拘束廃止委員会で検討します 

・緊急やむを得ないと判断した場合は、家族等へその内容・目的・理由・拘束  

 の期間等を詳細に説明し同意を得たうえで行います 

・拘束期間は、ご契約者の日々の心身の状態等を観察し記録します 

・その要件に該当しなくなった場合は、速やかに身体拘束廃止委員会で検討し 

 身体拘束を廃止します。 

 

１２．守秘義務に関する対策 

施設及び従事者は、業務上知り得た入所者及びご家族の秘密を保守します。

また、退職後においてもこれらの秘密を保守すべき旨を、従業者との雇用契約

の内容としています。 
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令和   年   月   日 

 

 

 指定介護予防短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づ

き重要事項説明を行いました。 

 

指定介護予防短期入所生活介護事業所 やんばるの家 

 説明者職名 介護支援専門員  氏 名 崎浜 直樹  印 

 

 

 私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定介護予防短

期入所生活介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

 利用者住所                           

 

 

 

氏   名                         印 

 

 

 

 代理署名者                         印 

 

 

サービス事業者  指定介護予防短期入所生活介護事業所やんばるの家 

指定番号     沖縄県４７７１２０００１３号 

住 所      沖縄県国頭郡大宜味村字津波１９７１番地７６２ 

      電 話       ０９８０－４４－２２８８ 

   事業者         社会福祉法人一心福祉会 

   代表者         理 事 長  山 城  豊  印                            

 

 

 以上のとおり重要事項説明し、同意を得ましたので本書２通作成し、各々 

１通を保管することとします。  


